
平成３０年５月９日  

保護者様  

                       大阪市立大開小学校  

                       校  長 平野 大輔  

非常災害時の措置についてのお知らせ（保存版）  

 

    麦秋の候、保護者の皆様におかれましては、ますますご清栄のことと  

お喜び申しあげます。  

平素は、本校の教育活動にご理解とご協力をいただき誠にありがとう  

ございます。  

 さて、台風や地震などの非常災害が発生した場合について、下記のよう  

な措置をとるよう教育委員会から指示を受けております。よろしくお願い  

申しあげます。  

記  

〔台風〕  

☆午前７時現在で、  

①『暴風警報』もしくは『特別警報』が発令中の場合〔臨時休業〕になります。 

  ②『注意報』の場合  

                        〔臨時休業〕になりません。  

  ③①以外の警報（大雨・洪水など）の場合   

☆登校後、「暴風警報」「特別警報」が発令された場合  

①児童の安全を第一に考えます。状況を確認後、速やかに児童を下校させます。

ニュースなどにご注意ください。  

〔地震など〕   

☆午前７時現在で、  

 ①ＪＲ大阪環状線、及び大阪メトロの  

双方が全面運休している場合        〔臨時休業〕になります。  

※ テレビ・ラジオなどのニュースにご注意いただき、児童の安全看護に  

  ついて、万全を期していただきますようお願い申しあげます。  

 

※ なお、『いきいき活動』の児童についても、「学校の措置に準じるもの  

とします。」と連絡を受けていますので、併せてお知らせいたします。  

 


